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技術開発・工事一体型調達方式の導入 
～試行工事のフォローアップ調査～ 

塚原隆夫＊  増本みどり＊＊ 
 

1．はじめに 1 

 国土交通省では、技術開発と工事を一体的に調

達する方式（「技術開発・工事一体型調達方式」）

を構築し、平成21年4月に「技術開発・工事一体

型調達方式ガイドライン」を策定している。 
 当該ガイドラインに基づき平成21年度に5件の

試行工事を実施するとともに、「技術開発・工事

一体型調達方式」の円滑な運用に資するため、上

記試行工事についてフォローアップ調査を行って

いる。 
 本稿では、本調達方式の概要及びフォローアッ

プ調査の結果について報告を行うものである。 

2．「技術開発・工事一体型調達方式」の概要 

2.1 背景  
 公共工事においては、社会的要請に応えるため

に、厳しい制約条件の下で工事を計画する必要が

あり、既存技術の工夫では対応できない場合や既

存技術では不経済になる場合もある。また、民間

企業等で開発された新技術を用いて工事を計画す

る際には、その技術の性能を期待することはでき

るものの、当該技術の実績がない場合や実績が極

めて少ない場合があり、当該工事への適用性や信

頼性等の確認が必要となる。そのため、工事へ確

実かつ円滑に技術を導入するためには、工事固有

の厳しい制約条件等を満足できる技術開発（現場

における技術実証・技術改良等を含む。）を行う

ことによって技術の高度化を図ることが必要であ

る。 
 工事の実施に必要となる技術開発を工事と一体

的に調達する「技術開発・工事一体型調達方式」

は、開発されたより高度な技術を確実かつ円滑に

工事に採用することで、技術的な課題により計画

できなかった工事やこれまで以上に効果的かつ確

実な工事実施を可能にすることをねらいにしてい
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る。民間企業の技術開発に対するインセンティブ

を高めるとともに、建設技術の発展に寄与するも

のと考えられる。 
2.2 「実施手順」及び「技術提案の評価」の概要 
 技術開発・工事一体型調達方式には、工事と技

術開発を一体として行う「技術開発・工事一括型

（技術開発・工事一括発注方式（Ａ型））」と、技

術開発と工事のそれぞれの発注を分離し、技術開

発が終了した段階において、工事発注を行う「技

術開発・工事分離型（技術開発・工事分離発注方

式（Ｂ型））」がある。平成21年度に実施された

試行工事にはすべてＡ型の発注方式が適用されて

いるため、本稿ではＡ型における実施手順及び技

術提案の評価について述べる。 
 なお、今回割愛するＢ型の内容、Ａ型における

「技術開発の履行の確保」及び「技術開発により

生じた知的財産権の取扱い」等については、「技

術開発・工事一体型調達方式ガイドライン」 1)を

ご参照いただきたい。 
（1）実施手順 
 Ａ型は、開発・採用におけるリスクが比較的低

い技術の開発（例えば、技術開発に必要な期間が

比較的短く、基礎となる研究開発は既に終了して

おり、開発した技術の工事への適用性等の検証が

比較的容易にできる技術開発）を実施し公共工事

において活用する場合に適用することとし、工事

の入札・契約の手続きにおいて、施工上の工夫等

の技術提案に加え、工事に採用する技術開発を求

めるものである。 
 Ａ型を実施する場合の標準的な手順のイメージ

は、図-1のとおりである。  
 Ａ型では、競争参加者が提出する技術提案は発

注者が要求する技術開発の内容を含めた技術提案

となるため、技術提案を作成するための期間及び

技術提案を改善するための期間については、工事

内容や技術提案の範囲等を踏まえ十分に確保する

ことが必要である。また、できる限り、発注見通

しへの早期明示や入札公告から技術提案の提出ま

での十分な期間の確保に努めることが必要である。 

特集：建設生産システムの生産性向上にむけて 
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（2）技術提案の評価 
 Ａ型においては、「企業の高度な技術力（施工

能力や技術開発力など）」に係る評価項目として、

技術開発に係る技術提案と現場施工に係る技術提

案の提出を求め、技術提案の実現性や安全性等に

ついて審査を行う。 
○ 技術提案（定性的及び定量的な評価項目） 
・ 技術開発に係る技術提案 
・ 現場施工に係る技術提案 
○ 施工計画 
・ 技術提案に係る具体的な施工計画 
 技術開発に係る技術提案については、技術開発

の有効性、成立性、技術開発の計画の妥当性等を

評価する。 
 技術提案に係る評価項目については、工事の施

工条件や環境条件等から工事ごとに技術的課題を

踏まえて設定する。この場合、評価項目を多数設

定することは競争参加者にとって多大な負担とな

り、技術提案の品質を確保できない恐れがある。

このため、発注者は当該工事の特性を理解した上

で、重要な技術的課題を抽出し、当該技術的課題

に特化した提案を競争参加者に求めるとともに、

抽出した技術的課題の重要度に応じて配点を設定

し、技術力の差が加算点あるいは技術評価点に反

映されるような評価基準を設定することが重要で

ある。 

図-1 技術開発・工事一括型（Ａ型）の入札・契約等のフロー（高度技術提案型の場合）  
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3．フォローアップ調査の概要 

3.1 対象とする試行工事 
平成21年度に、技術開発・工事一体型調達方

式のＡ型により試行した工事の内容及び当該工事

における技術開発の内容を表-1に示す。 
3.2 フォローアップ調査の内容 
 表-1に示す各試行工事における発注者及び応札

者（落札者及び非落札者）に対し、技術開発・工

事一体型調達方式の導入効果に対するフォロー

アップ調査を行った。 
 フォローアップ調査は、表-1に示す各試行工事

が契約された後に、アンケートとアンケート回答

に対する補足ヒアリング調査により実施した。 
 上記アンケート調査及び補足ヒアリング調査の

主な質問項目は以下のとおりである。 
○ 発注者 
◇ 技術開発・工事一体型調達方式を導入した理

由（期待される効果・当該調達方式を採用しない

工事との違い） 
○ 応札者 
◇ 技術開発・工事一体型調達方式を導入した工

事へ競争参加した理由 
◇ 技術開発に対するインセンティブは高まった

かどうか 
3.3 フォローアップ調査結果 
 3.2で述べたアンケート調査及び補足ヒアリン

グ調査から、「技術開発・工

事一体型調達方式」の導入効

果を整理した。発注者からの

視点について整理したものを

表-2、応札者からの視点につ

いて整理したものを表-3にそ

れぞれ示す。 
 発注者からの視点としては、

技術開発により工事の施工段

階における地域資源の有効利

用やコスト低減等を効果とし

て期待していること（表-2の
①④）や、技術開発により工

事目的物の品質が技術開発を

伴わない工事に比べ向上する

ことを期待していること（表

-2の②）、十分に確立してい

るとまでは言い難い技術であっても工事期間中で

解決できる見込みのあるものであれば当該技術を

採用できること（表-2の⑤）等、当該調達方式を

導入する工事そのものの課題解決や品質向上を期

待できることが効果とされている。 
 また、開発した技術により企業の技術力が高め

られ、当該技術に関する競争力が高められること

（表 -2の③）や、当該調達方式を適度に導入する

ことにより企業の技術開発を促進することを期待

できること（表-2の⑦）のように、当該調達方式

を導入する工事そのものの課題解決や品質向上の

みならず、建設業者の技術開発を促進することも

効果とされている。 
 応札者からの視点としては、得意とする技術に

関連する技術開発が含まれる工事の場合には受注

できると当該技術のさらなる向上が図られること

（表 -3の①②）や、技術開発に要する費用が見込

まれると技術開発が促進されること（表-3の④）

等、技術開発を行うことに対して経済的な担保が

あることが効果とされている。 
 また、当該調達方式が採用された工事に競争参

加することを通じて、企業の技術のレベルや技術

に対する意識の向上が図られること（表-3の③）

や、技術提案に係る企業内部の会議で出された意

見が別の技術の素案となり新たな技術を誘発する

こと（表-3の⑤）のように、当該調達方式を導入

する工事に対する技術開発のみならず、建設業者

 

表-1 平成21年度試行工事（国土交通省直轄工事）の概要  
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の技術開発に対する意識を向上することも効果と

されている。 
 当該調達方式は、工事固有の厳しい制約条件等

の困難な課題を克服するために開発された高度な

技術を確実かつ円滑に工事へ採用すること、及び、

民間企業の技術開発に対するインセンティブを高

めるとともに、建設技術の発展に寄与することを

期待したものであり、上記のような効果が発注者

及び応札者の認識としてあることから、平成21
年度に実施された試行工事の範囲において、当該

調達方式の目的は達成されているものと考えられ

る。 

4．まとめ 

 本稿においては、平成21年度に実施された技

術開発・工事一体型調達方式の試行工事のフォ

ローアップ調査として、当該調達方式の導入効果

について述べた。 
 今後も、当該調達方式の円滑な運用に資するよ

う、当該調達方式の試行工事を進めるとともに引

き続きフォローアップ調査を実施する予定である。 
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表-2 発注者に対するアンケート調査及び補足ヒアリング調査結果（導入効果について）  

表-3 応札者に対するアンケート調査及び補足ヒアリング調査結果（導入効果について）  


